


婚姻届の書き方（提出用）

役所には必ずA3サイズ（大きなサイズの２枚入っている紙）の
婚姻届をご提出ください。

【提出に必要なもの】

【項目ごとの解説】
届出日 役所に実際に提出する日を記入します。平日はもちろん、土日や祝日に提出する場合も、記載事項に不備がなければ

届出日の日付できちんと受理してもらえます。

住所 住民票の現住所を記入します。住所を同時に変更する場合には、転入・転居届を同時に提出した上で、新しい住所を記入します。

名前 夫婦ともに入籍前の氏名を、戸籍通りの表記で記入します。（戸籍に旧字体で書かれている人は、旧字を使います）

本籍 不明な場合は要確認。戸籍謄本で確認できます。

同居をはじめたとき 結婚式を挙げた日、もしくは同居を始めた日のうち早いほうの日付を記入します。

初婚・再婚の別 再婚の場合、直前の婚姻について記入します。

夫婦の職業 国勢調査のある年度に入籍する場合のみ記入します。

その他 夫婦のいずれか（あるいは両方）が20歳以下の場合、ご両親の同意の旨と署名押印を記入します。（別紙でも可）

届出人 夫婦ともに入籍前の氏名を、直筆で署名します。

押印 実印（役所に印鑑登録したもの）はもちろん認印（日常使う既製品のもの）でも問題ありませんが、
ゴム印・シャチハタは認められないのでご注意ください。

連絡先 提出した婚姻届に不備があった場合に役所が連絡をとるための欄です。携帯電話や仕事先など、日中で連絡がとれる番号を記入します。

証人欄 20才以上の方2名（両親、上司、友人など関係性は問いません）に氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印（認印でも可）してもらいます。
証人が同姓の場合、印はそれぞれ異なるものをご用意ください。

訂正印 記入枠左側の「訂正印」欄に、押印欄と同じ印鑑で捨印を押印します。

◎ 戸籍謄本 自分の本籍地と婚姻届を提出する役所が異なる場合、戸籍謄本が必要となるのでご自身の本籍地で発行してください。

◎ 転出届 転出が発生する場合のみ必要となります。

◎ 同封書類『デザイン婚姻届について』 もし、受理されるかがご不安な場合は、こちらの資料をデザイン婚姻届と共に役所にご提出頂ければ安心です。

ご両親の名前 ご両親の苗字が同じ場合は、お母様はお名前だけ記入します。ご両親が離婚している場合は、父母ともにフルネームで記入します。

新本籍地 夫の氏／妻の氏いずれかを選択し、新たな本籍地を記入します。
（一般的に…ふたりが新生活をはじめる新居地、新郎新婦になる方のご実家等ですが、基本的に定めがない為、
皇居などを本籍地にする方もいるんです！）
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